
掲示第１１号 

 

指定保税地域の追加指定に関する公告 

 

関税法第３７条第５項の規定に基づき、伏木富山港新湊地区指定保税地域について、下

記のとおり追加指定を行ったので、同条第４項の規定により公告する。 

 

平成３０年３月１５日 

 

 

大阪税関長  高 木  隆 

 

 

 

記 

 

１ 指定保税地域の追加指定の対象 

（土 地） 

名 称 ： 北１号野積場 

所在地 ： 富山県射水市越の潟町１０００番１ 

面 積 ： ２１，７２６．１２平方メートル 

地 域 ： 富山県射水市越の潟にある伏木富山港新湊地区北１号野積場の北

東端を起点 s とし、同点から南東の方向に１０５度２７分４７秒の

角度へ引いた線上１２４．７５メートルの地点 ac、同点から南西の

方向に１９５度２８分３７秒の角度へ引いた線上１８２．３９メー

トルの地点 ad、同点から北西の方向に２８５度３２分０８秒の角度

へ引いた線上１１９．１２メートルの地点 u、同点から北東の方向に

１５度２９分１４秒の角度へ引いた線上１７６．５８メートルの地

点t、同点及び起点sとを順次に結んだ線によって囲まれる土地２１，

７２６.１２平方メートル。 

 

  ２ 追加指定年月日：平成３０年４月１日 

 

 


